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和歌山市消防吏員服制規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年７月１日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第５５号 

和歌山市消防吏員服制規則の一部を改正する規則 

 和歌山市消防吏員服制規則（昭和４２年規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

 別表防火帽の部しころの款色の項中「救助隊用」の次に「（兼務を除く。）」を加える。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和８年７月１日掲示済）  
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和歌山市告示第２４９号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和８年７月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

年度 種別 備考 

令和７年度 介護保険料納入通知書（特別徴収） 

 

 

令和８年度 

（令和７年度分） 

介護保険料納入通知書 令和８年度第１期の納期は、 

令和８年７月１１日に変更する。 

 

（別紙省略） 

（令和８年７月１日掲示済）
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和歌山市告示第２５０号 

和歌山市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則（平成１１年規則第３６号）第２

３条の規定により次のとおり補助基準額を告示する。 

  令和８年７月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓  

   

 補助基準額は、次の表の検査区分欄に掲げる区分に応じ、同表の基準単価欄に定める額とする。  

検査区分 基準単価 

初回検査 間接撮影 ５０６円 

（令和８年７月１日掲示済） 
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和歌山市告示第２５１号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事

業者の指定をしたので、同法第２１条の５の２５の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年７月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓  

 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 指定に係る種類 利用定員 

３０５０１０

１４９６ 

あしたデイズ 和歌山市東蔵前

丁４ ファース

トビル４０２ 

保育所等訪問支援 設定なし 

 

事業者の名称 事業者の主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期限 

太陽商事株式

会社 

神奈川県川崎市川崎区桜本１丁目

１６番２８号 

令和８年７月１日 令和１４年６月３

０日 

（令和８年７月１日掲示済） 
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和歌山市告示第２５２号 

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第１項及び第２項の規定に基づき、次のとおり住

居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号及び住居番号を定めたので、

同条第３項の規定に基づき告示する。 

  令和８年７月１日 

                                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 実施区域 和歌山市黒田、納定、吉田及び太田の各一部 

２ 実施期日 令和８年９月５日 

３ 住居表示の方法 街区方式 

４ 街区符号及び住居番号 別紙住居表示案内図のとおり 
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（令和８年７月１日掲示済）  
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公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第５項の規定によ

り公告する。 

  令和８年７月１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

  和歌山市上野字平原ノ段５１８番１４ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日までの間

）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の確認

を得ずに調査を行う。 

（令和８年７月１日掲示済）
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 市有財産（土地）の売却について、次のとおり一般競争入札に付するので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

  令和８年７月１日 

 和歌山市長 尾 花 正 啓 

１ 入札に付する事項 市有財産（土地）売却 

所在、地番 地目 地積 
最低入札 

予定価格 

和歌山市杭ノ瀬８４番３ 宅地 1,683.39 ㎡ 32,300,000 円 

備考：現状有姿のままでの売却。把握できていない地下埋設物が存在する可能性があります。 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札参加資格者は、「部落差別の解消の推進に関する法律（平成２８年法律第１０９号）

の目的に則り、杭ノ瀬地域において部落差別の解消の推進に寄与する事業に協力した者」等

の個人とし（親族２人以上の連名による入札参加も可能とします。）、次のいずれかに該当

する場合は、入札に参加することができません。 

（１）法人 

（２）市税等を滞納している者 

（３）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に

関する事務に従事する和歌山市職員 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に定める者並び

に同条第２項各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しないも

の及びそのものを代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するもの。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員 

３ 契約条項を示す期間及び場所 

  期間  令和８年７月１日（水）から同年７月２１日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。）の午前９時から午後５時まで。 

  場所  和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所本庁舎８階 住宅管理課 

４ 参加申込みの受付 

期間  令和８年７月１６日（木）から同年７月２１日（火）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで。 

  場所  和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所本庁舎８階 住宅管理課 

５ 入札執行の日時及び場所 

日 時  令和８年９月２５日（金） 午前１０時００分  

場 所  杭の瀬文化会館 （和歌山市杭ノ瀬７６－７） 

６ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 
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  入札者は、入札しようとする金額の１００分の５以上に相当する額を入札保証金と

して納付すること。 

  落札者は、契約締結時までに落札金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付す

ること。ただし、契約締結時までに落札金額を全額納付する場合契約保証金は不要と

する。 

７ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした契約の申込みの効力に関する事項 

 無効とする。 

８ 入札に関する条件に違反した契約の申込みの効力に関する事項 

 無効とする。 

９ 契約の締結についての議会の議決の要否  

 否 

１０ 契約書の作成の要否  

 要 

１１ 郵便による入札書の提出の可否 

 否 

１１ その他  

詳細は市有地売払い案内による。 

（令和８年７月１日掲示済） 
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消防局訓令第６号 

 和歌山市消防署の組織に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年７月１日 

                         和歌山市消防局長  西 本 和 人 

和歌山市消防署の組織に関する規程の一部を改正する規程 

 和歌山市消防署の組織に関する規程（昭和４１年消防本部訓令第１号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第２中消防署南分署宮前出張所の項中「手平６丁目１０２番９」を「手平６丁目６番１８号」

に改める。 

   附 則 

この規程は、令和８年７月１日から施行する。 

（令和８年７月１日掲示済） 


